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大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

  平成27年１月５日

大津市長  越    直  美

大津市規則第１号

  大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和63年規則第43号）の一部を次のように改正する。

第15条第２項第１号中「親族が」の次に「配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。）又は」を加え、「婚姻又は」を削り、「含む」の次に「。第17条

第２項第１号及び第17条の２第３項第１号において同じ」を加える。

第17条第２項第１号を次のように改める。

⑴ 承継者は、被承継者の死亡又は退去の時において、被承継者の配偶者又は３親等以内の親族（公営住宅に

あっては、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があると市長が認めるものに限る。）であること。

第17条第２項第２号中「（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」を削

る。

第17条の２第３項第１号中「者が」の次に「配偶者又は」を加え、「（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）」を削る。

様式第12号中「あて先」を「宛先」に、

「

１ 添付書類

２ 理  由

３ 承 継 者

戸籍謄本・住民票など、被継承者と継承者(申請者)との続柄がわかるもの

承継が許可されるのは、被承継者の死亡・離婚・内縁の解消・行方不明の場合に

限られます。(それ以外の場合で、被継承者が退去した場合は原則として市営住宅を

明け渡していただきます。)

入居の承継が認められる人は、被承継者の配偶者と３親等以内の親族又は婚姻若

しくは養子縁組の予約者に限られます。ただし、３親等以内の親族である場合は、

被承継者の入居の時からその死亡若しくは退去の時まで引き続き同居していた者又

はその死亡若しくは退去の時までの同居期間が１年以上である者に限られます。

を

                                                」

規 則

市 章
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「

添 付 書 類 戸籍謄本・住民票など、被承継者と承継者(申請者)との続柄がわかるもの に

                                                      」

改める。

  附 則

この規則は、平成27年10月１日から施行する。

大津市告示第283号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、平成26年12月15日から同月26日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。

  平成26年12月15日

大津市長  越    直  美

路 線 名 区      間
変 更 の

前後の別

敷 地 の 幅 員

（メートル）

延 長

(メートル)

市道南0227号線
大津市中庄二丁目字西台613番４地先から

大津市中庄二丁目字西台613番４地先まで

変更前 最小 2.5～最大 2.6 6.1

変更後 3.3 6.1

市道東3324号線
大津市一里山七丁目字一ノ谷嶮岨27番25地先から

大津市一里山七丁目字一ノ谷嶮岨27番６地先まで

変更前 最小 4.7～最大 10.3 18.5

変更後 最小 3.0～最大 8.4 22.4

（平成26年12月15日掲示済）

大津市告示第284号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、平成26年12月15日から同月26日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。

  平成26年12月15日

大津市長  越    直  美

路 線 名 区      間 供用開始年月日

市道幹1066号線

大津市関津五丁目字森ノ前1447番地先から

大津市里四丁目字小山585番１地先まで

平成26年12月15日

午後１時

大津市里四丁目字小山585番１地先から

大津市里四丁目字海道635番１地先まで

平成26年12月15日

午後１時

市道南0227号線
大津市中庄二丁目字西台613番４地先から

大津市中庄二丁目字西台613番４地先まで
平成26年12月15日

（平成26年12月15日掲示済）

大津市告示第３号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

  平成27年１月５日

大津市長  越    直  美

名 称 所  在  地 自立支援医療の種類 医療の種類 更新年月日

ユタカ薬局西大津 大津市松山町９番15号 育成医療及び更生医療 薬局
平成26年

９月１日

告 示
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大津市告示第４号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定

自立支援医療機関として、次のものを指定した。

  平成27年１月５日

大津市長  越    直  美

名 称 所  在  地 自立支援医療の種類 医療の種類 指定年月日

ショコラ調剤薬局
大津市見世二丁目19番22号コーポ

イーボス101号
育成医療及び更生医療 薬局

平成27年

１月１日

大津市告示第５号

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定介護機関として新たに指定したもの及び指定介護機

関のうち廃止の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。

  平成27年１月５日

大津市長  越    直  美

１ 新たに指定したもの

事業所の名称 事業所の所在地 開設者
主たる事務所

の 所 在 地
サービスの種類

指 定

年月日

ライフケアみき 大津市あかね町14

番７号

有限会社ミキ 大津市滋賀里四丁

目11番９号

訪問介護・介護

予防訪問介護

平成26年

９月１日

医療法人高樹会高

山クリニック

大津市雄琴北二丁

目２番31号

医療法人高樹会 大津市雄琴北二丁

目２番31号

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導

平成26年

11月１日

ハーネスト居宅介

護支援事業所

大津市坂本一丁目

13番12号

医療法人社団あか

つき会

大津市山上町５番

37号Ｂ号室

居宅介護支援 平成26年

11月１日

２ 廃止の届出があったもの

事業所の名称 事業所の所在地 開設者
主たる事務所

の 所 在 地
サービスの種類

廃 止

年月日

ケアプランセンタ

ー和

大津市山百合の丘

５番１号

株式会社六匠 大津市大萱一丁

目９番８号

居宅介護支援 平成26年

12月31日

大津市告示第６号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づき指定介護機関として新たに指定したもの及び指定介護機関のうち廃止の届出があったものに

ついて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。

平成27年１月５日

大津市長  越    直  美

１ 新たに指定したもの

事業所の名称 事業所の所在地 開設者
主たる事務所

の 所 在 地
サービスの種類

指 定

年月日

医療法人高樹会高

山クリニック

大津市雄琴北二丁

目２番31号

医療法人高樹会 大津市雄琴北二丁

目２番31号

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導

平成26年

11月１日

２ 廃止の届出があったもの

事業所の名称 事業所の所在地 開設者
主たる事務所

の 所 在 地
サービスの種類

廃 止

年月日
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ケアプランセンタ

ー和

大津市山百合の丘

５番１号

株式会社六匠 大津市大萱一丁目

９番８号

居宅介護支援 平成26年

12月31日

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。

平成26年12月15日

大津市長  越    直  美

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

守山市梅田町15番９号

橋本不動産株式会社

代表取締役 橋本 達雄

開発区域

大津市坂本三丁目字滋原

1337番12の一部並びに下阪

本五丁目字椎原2492番１、

同番２、同番３、同番４、

2493番１、同番３、同番４

及び同番５並びに上記地先

大津市法定外道路及び普通

河川等

開発行為に関する工事の区域

大津市坂本三丁目字滋原

1337番12の一部、同番14の

一部及び1346番13並びに下

阪本五丁目字椎原2563番20

の一部及び2565番２の一部

並びに上記地先大津市道、

大津市法定外道路及び普通

河川等

開発区域

2,872.74㎡

開発行為に関す

る工事の区域

202.34㎡

平成26年

12月12日

第1214号

（平成26年12月15日掲示済）

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。

平成26年12月18日

大津市長  越    直  美

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

大津市千町一丁目４番15号

小野 とみゑ

大津市千町一丁目字西出113

番

1,256.2１㎡ 平成26年

12月16日

第1215号

（平成26年12月18日掲示済）

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。

平成26年12月25日

大津市長  越    直  美

公 告
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開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

大津市仰木五丁目３番11号

中川 明  

大津市仰木五丁目字平尾4409

番

294.20㎡ 平成26年

12月19日

第1216号

（平成26年12月25日掲示済）


